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(57)【要約】
【課題】金属配線部から、金属が層間絶縁膜に拡散する
ことを抑制するためのシリコン窒化膜等から窒素や水素
が拡散することによる影響を軽減した信頼性の高い半導
体装置及びその製造方法を提供する。
【解決手段】半導体基板２上に形成された半導体素子部
１００と、半導体素子部１００の上部に形成された銅配
線２２５と、半導体素子部１００と銅配線２２５とを電
気的に接続するプラグ電極２１６と、このプラグ電極２
１６が酸化しないようにするシリコン酸化膜２２３と、
半導体素子部１００の上部に形成されたアモルファスシ
リコン膜２１７と、アモルファスシリコン膜２１７の上
部に形成されたＣｕ拡散防止膜２１８と、を有した半導
体装置１とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に形成された半導体素子部と、
　前記半導体素子部の上部に形成された金属配線部と、
　前記半導体素子部と前記金属配線部とを電気的に接続するプラグ電極と、
　前記半導体素子部の上部に形成されたアモルファスシリコン膜と、
　前記アモルファスシリコン膜の上部に形成された金属拡散防止膜と、
　を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記アモルファスシリコン膜は、前記金属配線部又は前記プラグ電極と接することなく
、その間に、シリコン酸化膜が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の半導体
装置。
【請求項３】
　前記金属拡散防止膜は、シリコン窒化膜、シリコン炭化膜、シリコン炭窒化膜、又はシ
リコン酸窒化膜であることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記金属配線部は、銅を含む金属配線であることを特徴とする請求項１に記載の半導体
装置。
【請求項５】
　前記アモルファスシリコン膜は、膜厚が１ｎｍ以上であることを特徴とする請求項１に
記載の半導体装置。
【請求項６】
　半導体基板上に半導体素子部を形成する工程と、
　前記半導体素子部の上部にアモルファスシリコン膜を形成する工程と、
　前記アモルファスシリコン膜の上部に金属拡散防止膜を形成する工程と、
　前記半導体素子部と電気的に接続されるプラグ電極、及び、金属配線部を形成する工程
と、前記アモルファスシリコン膜と前記プラグ電極または金属配線部が接することなく、
その間に、シリコン酸化膜を形成する工程と、を有することを特徴とする半導体装置の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に係り、特に、高い信頼性を要求される半導体
装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の半導体装置の多層配線化に伴って、金属配線部の材料として銅（Ｃｕ）が盛んに
用いられるようになっている。銅（Ｃｕ）はアルミニウムと比較して低抵抗であり、エレ
クトロマイグレーション耐性が大きい等のメリットを有している。この銅配線はダマシン
（Damascene）法で形成される。ダマシン法は、配線溝やコンタクト孔を形成し、その配
線溝やコンタクト孔にバリアメタルや銅膜を埋め込んだ後、不要な部分のバリアメタルや
銅膜を除去する方法である。
【０００３】
　ここで、銅配線の銅元素は、金属配線層が形成されるシリコン酸化膜やｌｏｗ－ｋ膜と
呼ばれる低誘電率の絶縁膜中に拡散しやすい。そのため絶縁膜中に拡散した銅元素は隣接
した金属配線間のリーク電流を引き起こすおそれがある。また、銅元素が半導体基板表面
に形成された素子へ拡散することによってデバイスの特性に不良を招くことも問題となっ
ている。このため、銅配線と、この銅配線が形成される絶縁膜との間にバリアメタルが形
成されている。しかし、バリアメタルは一般的に銅（Ｃｕ）と比較して電気抵抗が高いた
め、バリアメタルの膜厚を厚くすると配線抵抗が上昇してしまう。そこで、配線抵抗の上
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昇を抑え、さらに銅元素の半導体基板方向への拡散を抑制する構造が求められている。な
お銅（Ｃｕ）以外の金属配線についても、絶縁膜中に拡散し金属配線間のリーク電流を引
き起こすおそれがある。
【０００４】
　上記の問題に対して、例えば、シリコン窒化膜を層間絶縁膜及び金属配線が形成される
絶縁膜中に形成することが提案されている（例えば、特許文献１参照）。この構成によれ
ば、例えば、シリコン窒化膜により銅元素が層間絶縁膜に拡散することを抑制することが
できるとされている。
【０００５】
　しかしシリコン窒化膜またはシリコン酸窒化膜を用いる場合、ＣＶＤにおける原料ガス
にＮＨ３、ＳｉＨ４、Ｏ２を一般的に用いる。原料ガスの分解過程において窒素や水素が
発生し、ゲート酸化膜中へも拡散する。その際、ゲート酸化膜中の欠陥と結合し電荷トラ
ップとなりＮＢＴＩ(Negative Bias Temperature Instability)劣化を加速する原因とな
る。
【特許文献１】特開２００２－３７３９３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、金属配線部から、金属が層間絶縁膜に拡散することを抑制するための
シリコン窒化膜等から、窒素や水素が拡散することによる影響を軽減する。そのことによ
り信頼性の高い半導体装置及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様によれば、半導体基板上に形成された半導体素子部と、前記半導体素子
部の上部に形成された金属配線部と、前記半導体素子部と前記金属配線部とを電気的に接
続するプラグ電極と、前記半導体素子部の上部に形成されたアモルファスシリコン膜と、
前記アモルファスシリコン膜の上部に形成された金属拡散防止膜と、を有することを特徴
とする半導体装置を提供する。
【０００８】
　また、本発明の一態様によれば、半導体基板上に半導体素子部を形成する工程と、前記
半導体素子部の上部にアモルファスシリコン膜を形成する工程と、前記アモルファスシリ
コン膜の上部に金属拡散防止膜を形成する工程と、前記半導体素子部と電気的に接続され
るプラグ電極、及び、金属配線部を形成する工程と、前記アモルファスシリコン膜と前記
プラグ電極または金属配線部が接することなく、その間にシリコン酸化膜が形成される工
程と、を有することを特徴とする半導体装置の製造方法を提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の実施の態様によれば、金属配線部から、金属が層間絶縁膜に拡散することを抑
制するためのシリコン窒化膜等から、窒素や水素が拡散することによる影響を軽減する。
そのことにより信頼性の高い半導体装置、及びその製造方法を提供することが可能となる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
（本発明の実施の形態）
（半導体装置１の構成）
　本発明の実施の形態に係る半導体装置１として、一例としてＮＡＮＤ型フラッシュメモ
リを示す。但し、本発明の実施の形態に係る半導体装置１の半導体素子部は、例えば、Ｍ
ＯＳＦＥＴ、ＭＩＳＦＥＴ等のトランジスタ等、種々のものに適用可能である。
【００１１】
　図１は、本発明の実施の形態に係る半導体装置１の断面図である。半導体装置１は、半
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導体基板２上に形成された半導体素子部１００と、半導体素子部１００の上部に形成され
た銅配線２２５と、半導体素子部１００と銅配線２２５とを電気的に接続するプラグ電極
２１６と、半導体素子部１００の上部に形成されたアモルファスシリコン膜２１７と、ア
モルファスシリコン膜２１７の上部に形成されたＣｕ（銅）拡散防止膜２１８と、を有し
て構成されている。
【００１２】
　アモルファスシリコン膜２１７は、銅配線２２５又はプラグ電極２１６と接することな
く、その間にシリコン酸化膜が形成されている。これにより、アモルファスシリコン膜２
１７が銅配線２２５又はプラグ電極２１６から絶縁される。
【００１３】
　ここで、半導体素子部１００は、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリの場合は、半導体基板２
中に形成されたソース・ドレイン領域３と、半導体基板２上にゲート酸化膜４を介して形
成された浮遊ゲート５と、浮遊ゲート５上にゲート間絶縁膜６を介して形成された制御ゲ
ート７と、ソース・ドレイン領域３を共有する隣接メモリセル間（それぞれ半導体基板２
上にゲート酸化膜４、浮遊ゲート５、ゲート間絶縁膜６および制御ゲート７が積層されて
なる複数の積層ゲート構造相互間の隙間）に形成される層間絶縁膜であるシリコン酸化膜
２１１、とから概略構成されている。
【００１４】
　銅配線２２５には、銅（Ｃｕ）、チタン銅、Ａｌ－Ｓｉ－Ｃｕ、Ａｌ－Ｓｉ等が使用さ
れても良い。また、プラグ電極２１６は、例えばタングステン、窒化チタン、タングステ
ン・シリコン・ナイトライド等の導電性の金属材が使用されても良い。
【００１５】
　Ｃｕ（銅）拡散防止膜２１８は、シリコン窒化膜、シリコン炭化膜、シリコン炭窒化膜
またはシリコン酸窒化膜が使用される。
【００１６】
　上記示した構成は、１層配線であるが、必要に応じて層間絶縁膜を介して多層構成とす
ることができ、多層配線の半導体装置１とできる。詳細な構成は、以下に半導体装置１の
製造工程を示しながら説明する。
【００１７】
（半導体装置１の製造）
　図２Ａ（ａ）～（ｃ）、図２Ｂ（ｄ），（ｅ）、図２Ｃ（ｆ），（ｇ）、図２Ｄ（ｈ）
，（ｉ）は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【００１８】
　図２Ａ（ａ）は、半導体基板２上にＮＡＮＤ型フラッシュメモリのメモリセル領域、す
なわち、半導体素子部１００が形成された断面図である。この図２Ａ（ａ）に至る工程は
、次のようである。
【００１９】
　まず、半導体基板２上にゲート酸化膜４となる第１の絶縁膜および浮遊ゲート５となる
第１の半導体膜を積層する。次に、第１の半導体膜、第１の絶縁膜を貫通して半導体基板
２内に至るまで溝を形成し、その溝内に図示しない素子領域を形成する。次に、第１の半
導体膜および図示しない素子分離領域上にゲート間絶縁膜６となる第２の絶縁膜および制
御ゲート７となる第２の半導体膜を積層する。
【００２０】
　ここで、第２の半導体膜は、多結晶Ｓｉ等のＳｉ系多結晶からなる。また、Ｐ、Ｂ等の
不純物を含んだＳｉ系多結晶であってもよい。第１の絶縁膜および第２の絶縁膜は、熱酸
化法、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法、ＬＰＣＶＤ（Low-Pressure CVD）法等
により形成される。第１の半導体膜および第２の半導体膜は、ＬＰＣＶＤ法等により形成
される。
【００２１】
　フォトリソグラフィ法およびＲＩＥ（Reactive Ion Etching）法等を用いて、第２の半
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導体膜、第２の絶縁膜、第１の半導体膜および第１の絶縁膜をパターニングすることによ
り、制御ゲート７、ゲート間絶縁膜６、浮遊ゲート５、ゲート酸化膜４、およびソース・
ドレイン領域３を形成する。
【００２２】
　ソース・ドレイン領域３は、制御ゲート７、ゲート間絶縁膜６、浮遊ゲート５、および
ゲート酸化膜４を形成した後、イオン注入法等により、得られた積層ゲート構造と自己整
合的に露出した半導体基板２表面に導電型不純物を注入し、注入した不純物を熱処理によ
り活性化することにより形成される（図２Ａ（ａ））。
【００２３】
　次に、図２Ａ（ｂ）に示すように、半導体基板２上にメモリセル領域を形成後、層間絶
縁膜としてシリコン酸化膜２１１、例えばＴＥＯＳ（Tetra Ethyl Ortho Silicate）をＣ
ＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法で全面に形成する。シリコン酸化膜２１１の厚さ
は、例えば０．５μｍ～５μｍである。このシリコン酸化膜２１１は後の加工精度を保つ
ためＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）法により平坦化されることが好ましい。
【００２４】
　次に、図２Ａ（ｃ）に示すように、シリコン酸化膜２１１上全面にフォトレジストを塗
布し、この塗布したフォトレジストをフォトリソグラフィーにより露光、現像して、シリ
コン酸化膜２１１上にフォトレジストパターンを形成する。このフォトレジストパターン
をマスクにしてシリコン酸化膜２１１をＲＩＥ（Reactive Ion Etching）法にて加工し、
シリコン酸化膜２１１にフォトレジストパターンのパターンを転写して接続孔パターンを
形成する。この後、フォトレジストパターンを剥離して、接続孔２１４が完成する。接続
孔２１４の深さは、例えばメモリセル領域のゲート，ソース，ドレイン領域まで達する。
【００２５】
　図２Ｂ（ｄ）に示すように、接続孔２１４の表面を被覆するように全面にバリアメタル
２２０を形成した後、金属材２１５を例えばスパッタ法等の物理成膜法およびＣＶＤ法等
の化学成膜方法のどちらかを用いて埋め込む。金属材２１５の材料としては、例えばタン
グステン、窒化チタン、タングステン・シリコン・ナイトライド等があげられ、導電性材
料を用いる。
【００２６】
　次に、図２Ｂ（ｅ）に示すように、ＣＭＰ法により接続孔２１４の上部、シリコン酸化
膜２１１上部の余分な金属材２１５を除去すると同時に平坦化する事によりプラグ電極２
１６とする。このときシリコン酸化膜２１１の研磨速度が金属材２１５の研磨速度に比べ
て十分に遅くなる条件で金属材をＣＭＰする事により接続孔２１４の外部の余剰な金属材
２１５を除去する。プラグ電極２１６は、メモリセル領域のゲート，ソース，ドレイン領
域と上部配線を電気的に接続する電極となる。
【００２７】
　次に、図２Ｃ（ｆ）に示すように、シリコン酸化膜２１１，プラグ電極２１６上部全面
にＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法によりアモルファスシリコン膜２１７を成膜
する。アモルファスシリコン膜２１７は、１ｎｍ以上の膜厚に形成するのが好ましい。次
に、例えばＰＣＶＤ（Plasma Chemical Vapor Deposition）法により、Ｃｕ（銅）拡散防
止膜２１８として、シリコン窒化膜、シリコン炭化膜、シリコン炭窒化膜またはシリコン
酸窒化膜を例えば１０ｎｍ～１００ｎｍ成膜する。さらにその上に、層間絶縁膜２１９、
例えばＴＥＯＳをＣＶＤ法成膜する。層間絶縁膜２１９の膜厚は例えば０．０５μｍ～３
μｍである。
【００２８】
　次に、図２Ｃ（ｇ）に示すように、配線溝２２２を形成する。層間絶縁膜２１９上全面
にフォトレジストを塗布し、フォトレジストをフォトリソグラフィーにより露光、現像し
て、上記層間絶縁膜２１９上にフォトレジストパターンを形成する。このフォトレジスト
パターンをマスクにして層間絶縁膜２１９、Ｃｕ（銅）拡散防止膜２１８、アモルファス
シリコン膜２１７をＲＩＥ法にて加工し、層間絶縁膜２１９，Ｃｕ（銅）拡散防止膜２１
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８，アモルファスシリコン膜２１７にフォトレジストパターンのパターンを転写して、プ
ラグ電極２１６まで達する配線溝２２２を形成する。その後、フォトレジストパターンを
剥離する。
【００２９】
　次に、図２Ｄ（ｈ）に示すように、アモルファスシリコン膜２１７の一部を、プラグ電
極２１６が酸化しないように、選択熱酸化法等によりシリコン酸化膜２２３として配線溝
２２２が完成する。このシリコン酸化膜２２３が形成される領域は、銅配線２２５又はプ
ラグ電極２１６と接触する部分である。
【００３０】
　次に、図２Ｄ（ｉ）に示すように、例えばスパッタ法等の物理成膜法、又はＣＶＤ法等
の化学成膜方法により、配線溝２２２の表面を被覆するように全面にバリアメタル２２４
を形成する。バリアメタル２２４の厚さは、例えば３ｎｍ～５０ｎｍである。バリアメタ
ル２２４の材料としては、例えばニオブやタンタル等の金属、窒化チタン、タングステン
・シリコン・ナイトライド等の合金などがあげられ、導電性材料を用いる。
【００３１】
　次に、バリアメタル２２４の形成後、電解めっき法により銅を配線溝２２２の内部に埋
め込むように全面に形成し、ＣＭＰ法により層間絶縁膜２１９上の余剰な銅、及びバリア
メタル２２４を除去すると共に平坦化して銅配線２２５が形成され、図１に示したような
１層配線の工程が終了する。尚、バリアメタルの研磨速度が銅の研磨速度に比べて十分に
遅くなる条件で銅をＣＭＰする事により配線溝の外部の余剰な銅を除去する。また、バリ
アメタル２２４は銅の成長の促進や銅配線２２５の周囲への拡散の防止などの目的を有し
ている。
【００３２】
　必要に応じて、全面に層間絶縁膜、例えばＴＥＯＳをＣＶＤ法で成膜し、同様の工程に
より、プラグ電極と配線形成プロセスを必要な回数繰り返すことにより多層配線が完成す
る。
【００３３】
（半導体装置１の作用、効果）
　半導体装置に銅配線を使用する場合、銅元素がシリコン酸化膜（層間絶縁膜）へ拡散す
るのを防止するためシリコン窒化膜やシリコン酸窒化膜等のＣｕ拡散防止膜が設けられて
いる。
　しかし、このシリコン窒化膜やシリコン酸窒化膜等を用いる場合、ＣＶＤにおける原料
ガスにＮＨ３、ＳｉＨ４、Ｏ２を一般的に用いる。原料ガスの分解過程において窒素や水
素が発生し、ゲート酸化膜中へも拡散する。その際、ゲート酸化膜中の欠陥と結合し電荷
トラップとなりＮＢＴＩ(Negative Bias Temperature Instability)劣化を加速する。
　本発明の実施の形態に係る半導体装置１は、Ｃｕ拡散防止膜２１８の下層（半導体素子
部側）にアモルファスシリコン膜２１７を設けているので、上記示した窒素や水素が半導
体素子部側に拡散するのを効果的に抑制できる。
【００３４】
　図３は、アモルファスシリコン膜２１７の膜厚とシリコン酸化膜２１１中における窒素
の関係を示す。縦軸は、１立方センチ当たりの窒素原子数を表している。すなわち、アモ
ルファスシリコン膜２１７の下層絶縁膜であるシリコン酸化膜２１１中における窒素の拡
散度合いを表している。横軸はアモルファスシリコン膜厚（ｎｍ）を表している。アモル
ファスシリコン膜厚が厚くなるとシリコン酸化膜２１１中における窒素が減少する様子が
分る。アモルファスシリコン膜厚を１ｎｍ以上とする事で、効果的に窒素拡散を抑制する
ことが出来る。
【００３５】
　また、アモルファスシリコン膜２１７は、銅配線２２５又はプラグ電極２１６と接する
ことなく、その間にシリコン酸化膜２２３が形成されている。これにより、アモルファス
シリコン膜２１７が銅配線２２５又はプラグ電極２１６から確実に絶縁され、信頼性の高
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い半導体装置１が可能となる。
【００３６】
　尚、本発明は上記示した実施の形態に限定されるものではない。例えば、上記の実施の
形態では、銅配線２２５下のシリコン窒化膜、シリコン炭化膜、シリコン炭窒化膜または
シリコン酸窒化膜等のＣｕ拡散防止膜２１８下にアモルファスシリコン膜２１７を全面に
成膜する構造の場合について説明したが、Ｃｕ拡散防止膜２１８下とアモルファスシリコ
ン膜２１７の間に層間絶縁膜があってもかまわない。またＣｕ拡散防止膜２１８は、アモ
ルファスシリコン膜２１７を全面に成膜し、５００℃以下のラジカル窒化処理により、ア
モルファスシリコン膜２１７上部をシリコン窒化膜にする製法であってもかまわない。ま
た最下層の銅配線に用いる場合について説明しているが、繰り返し用いられる銅配線に用
いてもかまわない。また銅配線とプラグ電極２１６を同一に溝加工し、後からバリアメタ
ル、銅配線を埋め込むデュアルダマシンプロセスの場合にも適応できる。また多層配線最
上層に水分や不純物をブロックするためにシリコン窒化膜、シリコン炭化膜、シリコン炭
窒化膜またはシリコン酸窒化膜等が用いられている下にアモルファスシリコン膜２１７を
全面に成膜する構造でもかまわない。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る半導体装置１の断面図である。
【図２Ａ】図２Ａ（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を
示す断面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂ（ｄ），（ｅ）は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を
示す断面図である。
【図２Ｃ】図２Ｃ（ｆ），（ｇ）は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を
示す断面図である。
【図２Ｄ】図２Ｄ（ｈ），（ｉ）は、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を
示す断面図である。
【図３】図３は、アモルファスシリコン膜２１７の膜厚とシリコン酸化膜２１１中におけ
る窒素の関係を示す。
【符号の説明】
【００３８】
１…半導体装置、２…半導体基板、３…ソース・ドレイン領域、４…ゲート酸化膜、５…
浮遊ゲート、６…ゲート間絶縁膜、７…制御ゲート、１００…半導体素子部、２１１…シ
リコン酸化膜、２１４…接続孔、２１５…金属材、２１６…プラグ電極、２１７…アモル
ファスシリコン膜、２１８…Ｃｕ拡散防止膜、２１９…層間絶縁膜、２２０…バリアメタ
ル、２２２…配線溝、２２３…シリコン酸化膜、２２４…バリアメタル、２２５…銅配線
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